
378 

る

附
記
「
東
方
」
八

O
貌
、
一
九
八
七
年
十
一
月
、
東
方
書
広
、
一

一一一
|

二
三
頁
に
、
北
海
道
大
皐
佐
藤
錬
太
郎
氏
の
本
語
書
に
つ
い
て
の
書

評
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

=
三
頁
一
二
行

一
八
四
頁
一
三
行

八
五
頁
一
行

二
四
三
頁
七
行

二一一巴行

二
四
六
頁
六
行

一
四
|
|
ψ
一
一
一
一

所
皐
夫
子
之
道
者
、
足
以
自
梁
也
|
↓
審
自
得
者
、
失
之

而
不
憾

四

一
一
貝
|
↓
六
六
頁
四
一
保

三
八
裏
(
追
加
)

碗
瑛
録
|
↓
琉
淡
績
録

原
臣
|
↓
原
君

一
九
八
七
年
五
月
東
京
卒
凡
社

四
六
剣

三
二

O
頁

二

六
O
O
園

愛
宕
松
男
著

愛
宕
松
男

東
洋
史
翠
論
集

第
一
巻

佐
々
木

達

夫

愛
宕
松
男
氏
の
著
作
集
が
刊
行
さ
れ
始
め
た
。
全
五
巻
と
い
う。

そ
れ
ぞ
れ

の
巻
の
タ
イ
ト
ル
は
、
第
一
巻
「
中
園
陶
資
産
業
史
」
、
第
二
巻
「
中
園
祉
舎

文
化
史
」
、

第
三
巻

「
キ
タ
イ
・
モ

ン
ゴ
ル
史
」、
第
四
巻
「
元
朝
史
」
、
第
五

巻
「
東
西
交
渉
史
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
中
園
の
窯
業
史
に
関
す
る
論
文
を

集
め
た
第
一

巻
を
紹
介
し
た
い
。

第
一
程
「
中
園
陶
資
産
業
史
L

は
二
部
に
分
か
れ
る
。
第

一
部
は
「
古
代
・

中
世
陶
護
史
」
で
、
中
園
陶
磁
器
の
概
観
を
行
い
、
陶
磁
器
の
流
通
形
態
を
述

べ
、
績
い
て
唐
代
の
陶
磁
器
に
関
す
る
論
文
五
篇
が
配
列
さ
れ
る
。
第
二
部
は

「
宋
代
議
器
産
業
史
」
で
宋
代
窯
業
史
に
闘
す
る
論
文
と
、
陶
磁
器
の
輪
迭
に

つ
い
て
の
論
文
計
八
編
が
並
ぶ
。
中
園
の
陶
磁
器
が
、
大
量
に
質
の
よ
い
製
品

を
生
産
し
、

各
階
層
に
使
用
さ
れ
始
め
た
時
代
の
祉
曾
と
文
化
を
、

陶
磁
器
を

通
し
て
見
た
論
考
と
い
え
る
。
と
く
に
、
陶
磁
器
の
流
通
形
態
、
生
産
組
織
、

産
業
税
を
取
り
上
げ
た
、
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
雄
篇
が
並
ぶ。

以
下
、
止す
論

文
の
タ
イ
ト
ル
を
掌
げ
、
簡
単
な
内
容
紹
介
を
行
い
な
が
ら
、

感
想
等
を
記
し

た
い
と
思
う
。
便
宜
上
、
論
文
に
ー
か
ら
お
の
逼
し
番
読
を
附
け
、

タ
イ
ト
ル

の
次
に
初
出
年
と
、

本
書
内
の
頁
数
を
記
し
た
。
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1 

「
中
園
陶
奮
史
序
説
」

〈
一
九
七
五
年
褒
表
の
9
論
文
一
節
に
加
筆
、
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一
七
J
二
七
頁
)

中
園
の
土
器
・
陶
器
・
磁
器
の
裂
展
の
様
相
を
、
使
用
階
層
や
生
産
技
術
と

の
闘
連
に
注
意
し
な
が
ら
概
観
し
て
い
る
。
ー氏
の
陶
磁
器
研
究
に
謝
す
る
態
度

が
窺
え
る
。
些
細
な
こ
と
で
あ
る
が
、
氏
は
陶
磁
器
を
窯
器
と
い
う
。
こ
う
い

う
用
語
に
初
め
は
多
少
の
違
和
感
を
も
っ
た
。
氏
の
い
う
瓦
器
は
、
日
本
で
い

う
焼
き
締
め
無
粕
陶
器
、
す
な
わ
ち

ω
8
5
巧
R
O
(妬
棒
〉
を
さ
す
用
語
に

嘗
て
は
ま
る
。
中
園
史
料
か
ら
場
面
時
、
無
粕
陶
器
を
瓦
器
と
呼
ん
だ
こ
と
が
分

か
る
。
今
、

¥中
園
の
考
古
拳
で
は
瓦
器
の
名
穏
を
用
い
ず
、
陶
器
(
日
本
の
土

器
)
と
資
器
(
日
本
の
施
粕
陶
磁
器
)
を
主
に
周
い
る
。
日
本
で
は
瓦
器
を
中

世
の
灰
色
土
器
を
さ
す
用
語
に
用
い
て
い
る
。
瓦
国
情も

4

慣
れ
な
い
う
ち
は
難

し
い
言
葉
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
氏
の
陶
磁
器
の
分
類
と
名
稽
ハ
土
器
、
瓦

器
、
陶
器
、
養
器
〉
に
は
利
黙
が
あ
る
。

2
「
中
園
窯
業
に
お
け
る
流
通
の
諸
形
態
」
(
一
九
八

O
年
、
二
九
J
五

二
頁
)

陶
磁
器
が
産
地
か
ら
消
費
地
に
俸
わ
る
形
態
を
、
史
料
を
暴
げ
て
次
の
よ
う

に
類
型
化
し
な
が
ら
整
理
し
て
い
る
。
自
給
自
足
が
終
わ
る
と
流
通
が
始
ま

る
。
瓦
器
の
流
通
形
態
は
次
の
よ
う
に
想
定
で
き
る
。

ω陶
工
が
村
に
行
き
、
現
地
で
注
文
を
受
け
て
瓦
怨
を
燐
く
。

ω窯
場
が
固

定
さ
れ
、
陶
工
が
製
品
を
市
場
に
持
っ
て
行
く
。

ω陶
工
は
生
産
に
専
念
し
、

製
品
は
商
人
が
大
き
な
市
場
で
販
寅
す
る
。
陶
奪
回
曲
は
、
技
術
の
進
歩
と
整
備

さ
れ
た
施
設
の
必
要
か
ら
、
窯
場
が
固
定
さ
れ
る
。
戟
園
期
か
ら

ωと
同
じ
流

通
形
態
が
生
ま
れ
て
お
り
、
越
窯
は
三
閣
時
代
に
流
通
圏
が
擁
大
す
る
。
唐
代

に
は
生
産
・
流
通
が
稜
展
す
る
。
し
か
し
、
庚
い
範
囲
で
使
用
さ
れ
た
越
窯

も
、
他
の
生
産
地
と
同
様
に
通
商
ル
I
ト
は
庚
く
な
い
。
庚
い
地
域
に
見
ら
れ

る
の
は
、
購
買
さ
れ
た
の
で
は
な
く吟

ω宮
人
の
麓
物
贈
奥
が
主
で
あ
っ
た
。

遠
距
離
ま
で
販
路
を
延
ば
す
に
は
、
ま
だ
陶
養
器
の
需
要
量
が
少
な
い
場
所
が

多
い
か
ら
で
あ
る
。
宋
代
に
入
る
と
、
議
器
は
支
配
階
層
の
他
に
庶
民
大
衆
層

に
も
普
及
し
、

生
産
量
が
激
増
す
る
。
瓦
器
に
代
わ
っ
た
蛮
器
は
高
級
査
器
と

粗
養
器
に
分
化
し
、
在
来
窯
の
規
模
披
大
と
新
窯
の
績
出
と
な
る
。
間
仕
入
れ

卸
一
商
人
は
、
霊
一一場
で
套
器
を
買
い
、
市
場
に
運
搬
す
る
。
そ
の
時
に
過
税
を
課

さ
れ
る
。
仕
入
れ
一商
人
が
戻
っ
た
市
場
が
、

窯
場
の
流
通
闘
に
な
り
、
擁
大
す

る
。
帥
庖
舗
を
構
え
た
商
人
は
、
仕
入
れ
荷
か
ら
養
器
を
買
い
、
販
賀
す
る
時

に
住
税
を
課
さ
れ
る
。
し
か
し
、
r
仕
入
れ
卸
商
人
と
庖
舗
を
構
え
た
商
人
と

は
、
規
模
の
大
小
も
様
々
で
、
は
っ
き
り
区
別
で
き
な
い
時
も
あ
る
。
宋
代

は
、
貨
幣
が
流
通
し
、
富
裕
階
層
に
よ
る
一商
品
需
要
が
高
ま
り
、

手
工
業
が
設

展
し
始
め
た
時
代
で
あ
る
。
ま
だ
事
官
修
性
格
が
残
る
が
、
陶
磁
器
だ
け
は
高

級
品
と
大
衆
品
の
爾
方
を
生
産
し
た
黙
で
、
他
の
手
工
業
と
違
い
が
あ
る
と
い

う
。
考
古
撃
や
美
術
史
の
方
法
で
は
、
流
通
の
形
態
に
接
近
す
る
方
法
が
限
ら

れ
、
氏
の
研
究
の
意
義
は
大
き
い
。

3

「
唐
鼎
州
窯
は
宋
耀
州
窯
の
前
身
で
あ
ろ
う
」
〈
一
九
六
八
年
、
五
三

J
七
一
頁
)

『
茶
経
』
で
越
窯
に
つ
ぐ
許
債
を
輿
え
ら
れ
た
の
は
鼎
州
窯
で
あ
る
。
だ

が
、
晩
唐
以
後
パ
文
献
に
名
が
現
れ
ず
、
位
置
も
不
明
確
で
あ
る
。
耀
州
窯
は

北
宋
に
始
ま
る
と
文
献
に
記
さ
れ
、

i

鼎
州
窯
と
の
繋
が
り
は
見
ら
れ
な
い
。
だ

が
、
耀
州
窯
か
ら
唐
代
の
陶
磁
器
が
褒
掘
さ
れ
た
。
地
理
志
等
か
ら
、

唐
の
鼎

州
と
宋
の
耀
州
が
同
じ
地
域
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
繍
し
、
唐
の
鼎
州
窯
は
宋

に
耀
州
客
一
一
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
貧
慢
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
唐
鼎
州
窯
を
知
る

手
掛
か
り
を
輿
え
た
論
文
で
あ
る
。

4

「
唐
岳
州
窯
」
(
一
九
六
八
年
、
七
一一一
J
九
五
頁
〉

唐
の
岳
州
窯
に
関
す
る
文
献
と
設
掘
資
料
を
駆
使
し
て
、
長
沙
附
近
に
展
開

-151ー
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し
た
窯
業
の
歴
史
を
描
き
出
し
て
い
る
。
銅
官
銀
は
い
ま
長
沙
鯨
-内
に
あ
る

が
、
北
宋
に
は
湘
陰
豚
内
に
あ
り
、
長
沙
の
銅
官
銀
宰
一
一が
唐
岳
州
窯
と
い
う
。

詩
か
ら
唐
岳
州
窯
の
生
産
朕
況
を
な
が
め
、
生
産
と
市
場
と
を
考
慮
し
な
が

ら
、
長
沙
近
迭
の
宮
中山
業
生
産
の
製
濯
を
概
観
し
て
い
る
。

5
「
麿
三
彩
雑
考
」
(
一
九
六
八
年
、
九
七
J
一
五

O
頁〉

ω唐
三
彩
の
中
園
陶
磁
器
に
占
め
る
位
置
、

ω明
器
で
は
な
く
賞
用
器
で
あ

る
透
明
、

ωな
ぜ
急
激
に
消
滅
し
た
か
の
理
由
、

ω窯
跡
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か

な
ど
を
述
べ
る
。

ω科
準
的
に
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
唐
三
彩
の
名
稽
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
中
園
陶
磁
器
の
分
類
を
行
っ
て
唐
三
彩
を
位
置
付
け
る
。

ω唐

三
彩
の
す
べ
て
が
明
器
で
は
な
く
、
器
皿
類
は
寅
用
器
で
あ
っ
た
と
指
摘
す

る
。
定
設
の
副
葬
品
設
の
弱
黙
を
つ
き
、
寅
用
総
と
し
て
の
奈
良
三
彩
や
溺
海

三
彩
の
例
を
引
き
、
唐
代
の
上
層
階
層
に
限
ら
れ
て
使
用
さ
れ
た
賞
用
器
と
述

べ
る
。

ω唐
三
彩
は
安
史
の
乱
以
後
に
淡
落
す
る
。
す
で
に
、
そ
の
理
由
と
し

て
貴
族
層
の
波
落
と
白
磁
の
興
隆
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
銅
禁
と
い

う
硯
黙
を
加
え
矛
盾
を
減
ら
し
て
説
明
す
る
。
銅
器
と
三
彩
は
貴
族
居
で
共
用

さ
れ
た
が
、
中
唐
以
降
は
銅
製
容
器
が
作
れ
ず
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
白
磁
が
容

器
の
主
と
な
る
。
什
器
と
し
て
の
銅
擦
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
の
み
賞
用
と
し
て

用
い
ら
れ
た
三
影
は
、
無
用
の
容
器
と
な
り
、
作
ら
れ
な
く
な
る
。

ω唐
三
彩

が
多
く
時
伏
見
さ
れ
る
の
は
長
安
と
洛
陽
附
近
で
あ
る
。
一
一
一
彩
窯
が
笈
見
さ
れ
た

地
、
あ
る
い
は
文
献
か
ら
存
在
が
推
定
さ
れ
る
地
域
十
筒
所
を
穆
げ
て
い
る
。

6

「
唐
三
形
績
考
」
(
一
九
八
二
年
、

一
五一

J
一
七
二
頁
)

前
論
文
「
唐
三
彩
雑
考
」
で
指
摘
し
た
、
唐
三
銭
寅
用
務
設
を
補
強
す
る
た

め
に
書
か
れ
た
論
文
で
あ
る
。
始
め
に
、
高
火
度
焼
成
品
は
賞
用
容
器
と
し

て
、
低
火
度
焼
成
口
問
は
非
貧
用
的
な
明
器
と
し
て
、
初
め
か
ら
匿
別
が
あ
っ
た

と
指
摘
す
る
。
前
論
文
で
、
低
火
度
焼
成
品
は
賞
用
容
器
で
な
い
と
い
う

一
般

的
な
設
を
退
け
た
氏
が
、
こ
こ
で
費
用
に
不
適
格
と
断
定
し
て
い
る
の
は
矛
盾

が
あ
る
。
墓
出
土
日
間
以
外
に
震
掘
資
料
が
な
か
っ
た
唐
三
彩
も
、
最
近
の
愛
掘

に
よ
っ
て
住
居
跡
か
ら
出
土
し
た
。
こ
れ
は
、
氏
の
推
論
を
補
強
す
る
も
の
で

あ
る
。
一
般
に
は
、
唐
三
彩
は
墓
に
副
葬
す
る
神
明
之
器
で
あ
る
が
、
そ
の
う

ち
の
容
器
を
み
る
と
、
粗
陶
は
明
器
と
し
て
、
精
陶
は
費
用
器
と
し
て
製
作
し

た
。
し
か
も
、
精
陶
は
故
人
の
愛
用
品
と
し
て
墓
に
も
副
葬
し
た
と
い
う
の

が
、
氏
の
結
論
で
あ
る
。
氏
の
設
は
、
ま
だ
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
住
居
跡
か
ら
渡
見
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
唐
三
彩
に
費
用
品
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
き
た
氏
の
設
は
高
く
許
領
さ
れ
る
。
賞
用
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
透

明
す
る
設
掘
調
査
例
の
増
加
が
待
た
れ
る
。
な
お
、
除
論
が
あ
り
、
唐
三
彩
は

以
後
の
三
彩
に
技
術
的
に
つ
な
が
る
こ
と
、
唐
三
彩
枕
が
賞
用
で
あ
っ
た
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

7

「
逸
文
麿
令
の
一
資
料
に
つ
い
て
」
(
一
九
七
八
年
、
一
七
三

t
一
八

六
頁
〉

失
わ
れ
た
唐
令
の

一
僚
を
復
元
し
た
論
文
で
あ
る
。

「
諸
経
用
瓦
器
破
領

者
。
除
歳
二
分
。
以
外
徴
填
」
で
あ
る
。
官
臆
備
え
附
け
の
公
用
瓦
器
は
、
年

聞
に
二
割
の
致
損
率
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
候
文
と
い
う
解
掴
揮
を
示
し
て
い

る
。
評
者
の
よ
う
な
素
人
に
も
分
か
り
易
い
内
容
で
あ
る
。

-152ー

以
上
が
第
一
部
「
古
代
・
中
世
陶
琵
史
」
に
枚
録
さ
れ
た
論
文
七
篇
で
あ

る
。
次
か
ら
は
第
二
部
「
宋
代
養
器
産
業
史
」
に
入
り
、
宋
代
の
陶
磁
器
を
通

し
て
み
た
文
化
、
生
産
状
況
、
流
通
、
税
な
ど
を
取
り
上
げ
た
論
文
、
宋
代
陶

磁
擦
の
重
要
文
献
の
誇
や
考
設
、
さ
ら
に
陶
磁
器
の
輸
迭
方
法
を
紹
介
し
た
論

文
を
集
め
て
い
る
。
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「
宋
代
の
文
化
と
陶
議
」
(
一
九
七
七
年
、
一
八
九
J
二
一
一
一
頁
)

こ
れ
は
今
ま
で
の
貧
詮
的
な
論
文
と
遠
い
、
中
園
陶
磁
全
集
の
総
裁
と
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
分
裂
時
代
か
ら
統

一
時
代
の
宋
に
な
る
と
、

交
換
経

済
が
進
展
し
、
産
業
も
活
褒
と
な
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
養
器
産
業
も
成
立
す

る
。
窯
場
教
が
激
唱
し
、
製
品
も
多
様
化
す
る
。
宋
代
社
曾
む
お
け
る
養
器
の

普
及
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
宮
廷
や
官
僚
批
舎
で
は
糞
器
が
多
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
都
市
住
民
の
開
花
も
陶
磁
器
が
普
及
し
、
農
村
で
さ
え
も
地
主

層
は
陶
磁
器
を
使
用
す
る
。
陶
磁
器
を
造
る
人
々
に
は
課
税
さ
れ
、
買
い
付
け

る
商
人
の
動
き
で
流
通
闘
が
決
ま
っ
た
こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
。
宋
代
の

陶
磁
器
と
窯
業
史
を
研
究
す
る
う
え
で
、
重
要
な
基
礎
知
識
を
輿
え
る
優
れ
た

概
設
で
あ
り
、
文
章
も
他
の
論
文
よ
り
も
讃
み
易
い
。
多
く
は
氏
が
濁
自
に
研

究
さ
れ
た
内
容
を
再
び
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
援
と
な
る
史
料
は
本
書

の
多
論
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。

9

「
宋
代
、
陶
養
器
産
業
の
成
立
と
そ
の
設
展
」
〈

一
九
七
五
年
、

一一
一
一

一一一
J
二
七

O
頁〉

窯
場
の
記
事
が
史
料
に
急
激
に
抽
唱
え
る
の
は
、
中
唐
期
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

以
前
は
、
瓦
器
工
が
村
か
ら
村
へ
移
動
し
、
注
文
製
造
が
終
わ
る
と
窯
が
腹
紹

さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
。
中
唐
期
か
ら
晩
唐
期
に
か
け
て
施
粕
陶
磁
器
が

固
定
さ
れ
た
窯
場
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
地
方
に
い
た
士
大
夫
層
を

主
と
す
る
上
層
祉
曾
の
人
々
が
賞
用
品
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
を
、
史
料
の
増

加
は
反
映
し
て
い
る
。
宋
代
に
入
る
と
窯
場
、
生
産
量
が
飛
躍
的
に
増
加
し
、

民
釜
石
他
に
高
級
品
を
生
産
す
る
官
窯
も
で
き
る
。
官
室
…の
始
ま
り
は
呉
越
圏

の
越
窯
で
あ
る
。
宋
代
は
奥
越
園
を
併
合
し
て
越
宮
掃
を
官
窯
に
し
た
の
で
は
な

く
、
遅
れ
て
、
北
宋
末
に
都
の
近
く
に
置
か
れ
た
汝
州
窯
系
統
の
官
宰
一…が
始
ま

り
で
あ
る
。
宋
代
は
唐
代
に
比
べ
る
と
、
文
献
に
現
れ
る
窯
場
の
名
や
愛
見
さ

8 

れ
た
窯
跡
が
三
倍
に
な
り
、
貧
質
的
な
生
患
量
は
十
数
倍
と
な
っ
た
ら
し
い
。

江
南
の
富
が
経
済
力
を
生
み
、
陶
靖
話
器
は

一
一
般
社
舎
に
流
通
す
る
商
品
と
な

り
、
社
禽
一
般
の
日
常
必
需
品
と
な
る
と
い
う
。
宋
代
に
陶
釜
器
が
社
禽
全
鍾

に
普
及
し
た
こ
と
を
、
文
献
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
論
文
で
あ
る
。

叩
「
宋
代
陶
養
器
窯
場
に
お
け
る
産
業
機
構
L

(

一
九
八
二
年
、
二
七

一

J
二
九
三
頁
〉

五
代
十
園
は
各
地
で
何
度
も
徴
税
さ
れ
た
か
ら
、
製
品
が
輪
逸
さ
れ
る
範
圏

が
限
ら
れ
た
。
宋
代
は
税
が
大
幅
に
滅
り
、
前
代
か
ら
績
く
窯
場
は
規
模
を
撰

大
し
、
そ
の
一商圏
の
間
隙
を
埋
め
る
粗
陶
糞
を
作
る
小
規
模
窯
場
が
各
地
に
で

き
た
。
産
業
組
織
の
復
元
に
つ
い
て
は
、
後
出
の
文
献
か
ら
基
本
構
造
を
描
き

出
し
、
高
級
大
規
模
祭
場
と
し
て
の
景
徳
鎮
の
組
織
を
南
宋
と
推
定
し
た
「
陶

記
」
な
ど
か
ら
見
る
。
大
型
経
営
者
は
専
用
の
窯
を
用
い
、
優
秀
な
専
門
工
人

を
抱
え
る
。
小
規
模
雑
器
窯
場
の
経
営
者
は
共
用
の
窯
で
、
家
族
努
働
を
主
と

し
、
こ
れ
に
徒
弟
努
働
力
を
加
え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
文
献
の
少
な
い
時

代
の
産
業
機
構
情
を
、
巧
み
に
復
元
し
て
い
る
。

日
「
宋
代
に
お
け
る
養
器
行
用
の
普
及
」
〈

一
九
七
七
年
、

二
九
五

1
三

二
六
頁
)

宋
代
は
三
州
か
ら
土
貢
と
し
て
葱
器
が
課
せ
ら
れ
、
宮
廷
で
も
套
器
が
採
用

さ
れ
、
都
に
は
貯
蔵
保
管
す
る
養
器
倉
が
で
き
る
。
官
爵
で
は
護
器
は
一
割
の

破
損
率
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
官
僚
・
士
大
夫
層
に
日
常
必
需
品
と
し
て
養
器

が
浸
透
し
て
い
た
。
さ
ら
に
都
市
居
住
民
へ
も
養
器
が
普
及
し
た
状
態
を
、
首

都
や
地
方
都
市
の
場
合
に
わ
け
で
描
き
出
し
て
い
る
。
階
層
に
よ
っ
て
使
用
し

た
套
器
の
質
が
遣
い
、
購
入
す
る
庖
舗
に
も
差
が
あ
っ
た
が
、
師
林
惜
酬
の
市
民
に

も
十
分
に
普
及
し
て
い
る
。
郷
村
で
は
在
地
地
主
層
は
も
と
よ
り
、

農
民
層
の

生
活
の
中
に
も
養
器
が
普
及
し
、
朝
廷
か
ら
農
村
に
到
る
ま
で
、
社
舎
の
必
需

-153一



382 

品
と
な
っ
た
様
子
を
述
べ
て
い
る
。

ロ
「
宋
代
の
護
課
に
つ
い
て
」
(
一
九
七
八
年
、
三
二
七
J
三
四
九
頁
)

蚕
器
に
封
し
て
園
家
が
課
税
す
る
の
は
唐
中
期
以
降
で
あ
る
。
宋
代
に
、
養

器
生
産
者
で
あ
る
窯
場
戸
か
ら
査
察
税
を
と
る
機
関
で
あ
る
査
窯
税
務
が
敷
設

さ
れ
た
こ
と
を
、
そ
れ
を
推
測
さ
せ
る
文
献
を
操
作
し
て
巧
み
に
指
摘
し
て
い

る
。
商
人
に
は
商
税
が
諜
せ
ら
れ
る
が
、
生
産
者
に
は
課
利
(
陶
磁
器
の
場
合

は
査
課
で
、
こ
れ
は
産
業
税
、
生
産
税
で
あ
る
。
商
税
す
な
わ
ち
商
取
引
税
で

は
な
い
〉
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
元
代
に
は
終
一
耐
の
「
陶

記
L

か
ら
護
課
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
と
な
る
と
い
う
。
し
か
し
、
次
の
口
論

文
に
見
る
よ
う
に
、
賂
析
の
「
陶
記
」
は
南
宋
に
遡
る
こ
と
が
剣
明
し
た
か

ら
、
宋
代
か
ら
益
課
が
存
在
し
た
こ
と
が
誼
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

日
「
南
宋
文
献
、
終
析
撲
「
陶
記
」
の
誇
注
」
(
一
九
八
四
年
、
三
五
一

ー
四
一
一
頁
)

宋
代
の
窯
業
に
関
す
る
文
献
は
少
な
い
。
こ
の
論
文
は
景
徳
鎮
の
姿
を
描
い

た
最
も
重
要
な
文
献
の
謬
注
で
あ
る
。
「
陶
記
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の

誇
注
が
設
表
さ
れ
て
い
る
が
、
自
爆
氏
以
外
は
元
代
文
献
と
し
て
い
る
。
愛
宕

氏
は
十
章
に
分
け
、
次
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
附
け
て
い
る
。
景
徳
鎮
窯
前

史
、
南
宋
期
の
窯
制
と
益
課
、
陶
戸
(
製
陶
業
者
)
の
分
類
、
満
室
…l
焼
成
の

諸
段
階
、
鎮
護
の
種
類
と
市
場
、
陶
土
と
粕
築
、
査
器
生
産
段
階
で
の
分
業
、

附
加
税
の
苛
培
、
景
徳
銀
窯
場
の
表
微
と
そ
の
原
因
、
結
語
、
で
あ
る
。
「
陶

記
」
を
宋
代
文
献
と
扱
い
、
こ
れ
ま
で
の
誇
注
を
比
較
し
な
が
ら
、
極
め
て
詳

細
か
つ
膨
大
な
注
四
揮
を
附
け
た
宋
代
窯
業
史
研
究
上
の
意
義
は
大
き
い
。

H

「
劉
新
圏
氏
の
「
終
耐

多
陶
記
。
著
作
時
代
考
燐
」
を
讃
む
」
〈
一
九

八
三
年
、
四
一
一
一
一

l
四
四

O
頁
)

元
代
文
献
と
し
て
の
終
新
「
陶
記
」
に
劃
す
る
疑
問
黙
を
指
摘
し
、
劉
氏
論

文
を
紹
介

・
批
評
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。
考
古
資
料
に
よ
る
考

一訟
で
は
、
陶
土
、
袋
焼
方
法
と
装
飾
文
援
の
特
色
か
ら
、
宋
代
で
あ
る
こ
と
を

詮
明
し
て
い
る
。
文
献
資
料
に
よ
る
考
設
で
は
、
販
路
の
伸
縮
と
競
合
す
る
窯

場
の
年
代
、
お
よ
び
窯
場
に
劃
す
る
正
税
と
附
加
税
と
い
う
制
度
の
面
か
ら
、

「
陶
記
」
は
宋
代
の
文
献
で
あ
る
と
透
明
し
て
い
る
。

こ
の
劉
氏
の
歪
明
が
基

本
的
に
正
し
い
こ
と
を
愛
宕
氏
が
認
め
、
さ
ら
に
劉
氏
設
の
誤
謬
を
修
正
し
た

論
文
で
あ
る
。

日
「
東
西
交
渉
史
上
に
お
け
る
中
園
陶
輩
、
特
に
そ
の
総
迭
に
つ
い
て
の

一
考
察
」

(
未
設
表
論
文
、
四
四
一

J
四
六

一
頁
〉

東
西
交
渉
を
第
一
期
か
ら
三
期
に
分
け
、
そ
の
設
展
の
朕
況
を
述
べ
て
い

る
。
第
一
期
は
古
代
・
中
世
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
、
中
園
か
ら
絹
布

・
漆
器
、

西
域
か
ら
賓
石

・
珍
貨
が
運
ば
れ
た
。
第
二
期
は
中
世

・
近
世
の
南
海
航
路

で
、
ス
パ
イ
ス
が
重
要
な
交
易
ロ
聞
と
な
り
、
こ
こ
に
中
園
の
陶
楚
器
も
加
わ

る
。
海
路
は
唐
代
以
降
に
盛
ん
に
な
る
が
、

宋
元
時
代
以
降
は
陸
路
を
摩
倒
す

る
。
第
三
期
は
十
六
世
紀
か
ら
始
ま
る
大
航
海
時
代
で
あ
り
、
近
代
の
茶
貿
易

で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
イ
ス
ラ
ム
圏
の
経
済
を
破
滅
さ
せ
、
商
品
に
は
入
ら
な

い
毒
物
阿
片
を
武
力
で
賀
り
込
む
な
ど
の
行
震
が
な
さ
れ
、
東
西
交
渉
の
性
格

が
一
隻
し
破
局
に
陥
っ
た
。
さ
ら
に
、
明
清
時
代
を
主
と
す
る
文
献
に
記
載
さ

れ
た
陶
養
器
の
運
搬
方
法
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

A
後F

b
 

以
上
、
収
録
さ
れ
た
論
文
の
簡
単
な
紹
介
と
感
想
を
記
し
た
。
著
者
、
愛
宕

松
男
氏
は
明
治
四
十
五
年
京
都
に
生
ま
れ
、

京
都
脅
園
大
皐
を
卒
業
後
、
東
北

大
皐
数
授
や
京
都
女
子
大
暴
数
授
等
を
歴
任
し
、
皐
界
の
第
一
人
者
と
し
て
指

導
的
立
場
に
お
ら
れ
る
。
氏
は
本
書
に
お
い
て
、
唐
宋
代
の
生
産
、
流
通
、
税

制
、
あ
る
い
は
祉
舎
や
文
化
の
特
色
な
ど
を
陶
磁
器
を
湿
し
て
見
て
お
ら
れ



383 

る
。
鋭
い
洞
察
力
と
康
範
な
知
識
に
基
づ
い
て
徽
密
に
史
料
を
分
析
さ
れ
て
い

る
と
思
う
。
そ
の
上
で
、
最
近
の
中
園
考
古
皐
の
成
果
を
随
所
に
取
り
入
れ
て

い
る
こ
と
に
も
畏
敬
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。

評
者
の
専
門
は
考
古
皐
で
あ
り
、
中
園
陶
磁
器
に
接
す
る
態
度
や
研
究
方

法
、
目
的
に
は
、
愛
宕
氏
と
異
な
る
黙
が
あ
る
。
文
字
に
書
か
れ
た
記
録
か
ら

窯
業
史
を
復
元
す
る
氏
の
立
場
と
、
賓
際
に
土
中
か
ら
愛
掘
さ
れ
た
窯
跡
や
製

品
の
破
片
か
ら
復
元
す
る
評
者
の
立
場
は
、
資
料
の
解
穫
に
ず
れ
を
生
ず
る
場

合
が
あ
る
。
文
献
の
少
な
い
時
代
に
つ
い
て
は
、
考
古
皐
の
分
野
で
嘗
然
と
思

っ
て
い
た
こ
と
と
異
な
る
見
解
が
示
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
考
古
皐

の
方
法
で
は
考
え
難
い
産
業
史
と
し
て
の
窯
業
の
あ
り
か
た
や
制
度
な
ど
に
関

し
て
、
新
た
な
研
究
の
覗
黙
と
多
く
の
事
寅
を
数
え
て
頂
き
、
愛
宕
氏
の
畢
問

の
庚
さ
と
深
さ
に
敬
服
さ
せ
ら
れ
た
。

考
古
皐
で
は
事
賓
の
這
求
が
ま
に
な
り
、
ど
う
し
て
も
物
に
則
し
て
狭
く
深

く
考
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
氏
は
歴
史
的
事
貧
の
意
味
と
理
由
を
、
史
料
の
巧

み
な
解
穫
と
資
料
に
よ
る
裏
付
け
に
よ
っ
て
庚
く
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
前
提

と
し
て
、
氏
の
打
ち
立
て
た
理
論
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今
ま
で
関
わ
り
が
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
史
料
を
、
問
題
意
識
の
鋭
さ
と
拳

識
の
深
さ
を
基
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
見
解
を
述
べ
ら
れ

た
こ
と
も
本
書
の
債
値
を
高
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
唐
三
彩
が
墓
の
副
葬
品
だ

け
で
な
い
こ
と
や
、
な
ぜ
急
激
に
消
滅
し
た
か
の
理
由
、
唐
代
の
有
名
な
窯
場

が
宋
代
に
忘
れ
ら
れ
た
事
情
、
あ
る
い
は
施
粕
陶
磁
器
が
社
禽
に
深
く
浸
透
す

る
理
由
と
そ
の
過
程
な
ど
、
氏
と
と
も
に
考
え
る
楽
し
み
が
味
わ
え
る
。

本
書
に
集
め
ら
れ
た
論
文
は
、
そ
の
時
々
の
著
者
の
皐
問
的
関
心
、
皐
界
の

動
向
に
た
い
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
多
く
は
、
修
正
さ
れ
ず
、
設

表
嘗
初
の
姿
を
留
め
た
論
文
の
よ
う
で
あ
る
。
大
き
く
見
れ
ば
唐
宋
代
の
窯
業

史
研
究
の
書
で
あ
る
が
、
細
か
く
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
も
っ
て
書
か

れ
た
個
々
の
論
文
お
集
め
た
書
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
必
ず
し
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
論
文
は
前
後
で
直
接
的
な
関
連
を
持
つ
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
著

者
の
周
到
な
研
究
態
度
か
ら
は
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
重
複
す
る
説
明
や
概
設

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
に
少
し
ず
つ
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
こ
と
は
本
書
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
本
書
の
最
大
の

特
徴
は
、
多
て
は
な
い
史
料
を
巧
み
に
連
結
さ
せ
て
新
た
な
解
稼
を
提
示
し
、

窯
業
史
を
理
論
化
し
て
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
黙
に
あ
ろ
う
。

唐
宋
代

の
産
業
史
に
と
っ
て
盆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
中
薗
考
古

皐
や
陶
磁
史
の
分
野
へ
の
影
響
の
大
き
さ
に
も
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ

伝
ソ
。

愛
宕
氏
と
評
者
と
の
年
令
差
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
-
評
者
の
文
章
に
た
い
す

る
好
み
の
せ
い
か
、
氏
の
文
章
は
決
し
て
讃
み
易
い
と
は
感
v
u
ら
れ
な
い
。
評

者
の
よ
う
な
現
代
日
本
語
の
易
し
い
文
章
に
慣
れ
た
考
古
拳
研
究
者
に
と
っ

て
、
内
容
を
と
り
な
が
ら
讃
み
す
す
む
の
は
、
中
園
語
史
料
が
基
本
と
な
る
論

で
あ
る
だ
け
に
祭
な
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
窯
業
史
や
陶
磁
器
に
疏
い

一
般
の

讃
者
に
と
っ
て
は
、
難
L
い
用
語
や
言
い
回
し
も
少
な
く
な
い
と
思
う
。

L
か

し
、
議
み
進
む
う
ち
に
、
本
書
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
皐
問
上
の
賓
石
の
如
き
成

果
に
、
し
だ
い
に
祭
し
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
が
皐
界
に
大
き
な

利
金
を
も
た
ら
す
専
門
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

氏
の
中
園
陶
磁
器
・
窯
業
史
に
関
す
る
論
文
は
、
皐
術
雑
誌
に
渡
表
さ
れ
た

も
の
が
多
い
。
か
つ
て
評
者
も
い
く
つ
か
の
論
文
を
コ
ピ
ー
し
皐
恩
を
受
け
た

が
、
入
手
に
困
難
な
雑
誌
も
あ
っ
た
。
東
洋
史
専
攻
以
外
の
者
に
と
っ
て
は
、

氏
の
論
文
の
所
在
を
探
る
こ
と
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
中
園
祭
業
史
を
文

献
を
主
に
使
っ
て
復
元
す
る
研
究
は
、
決
し
て
多
く
な
い
。
こ
う
し
て
論
文
が
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ま
と
め
ら
れ
、
愛
宕
氏
の
中
園
窯
業
史
に
闘
す
る
考
え
の
全
貌
を
容
易
に
手
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
後
皐
の
者
に
と
っ
て
大
獲
に
便
利
の
よ
い
こ
と
で

あ
る
。
関
連
す
る
分
野
の
研
究
者
に
も
多
大
の
盆
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
ろ

う
、
唐
宋
代
を
中
心
と
し
た
中
園
窯
業
史
に
関
す
る
研
究
が
一
般
に
編
ま
れ
た

こ
と
を
心
か
ら
喜
び
た
い
。

一
九
八
七
年
六
月
東
京
三
一

書
房

A
5
剣

四

七

八

頁

一

二

O
O
O園

中
央
大
事
人
文
科
畢
研
究
所
編

五
・
四
運
動
史
像
の
再
検
討

森

時

彦

本
書
は
、
中
央
大
皐
人
文
科
事
研
究
所
の
研
究
チ
l
ム
と
し
て
登
録
さ
れ
て

(1
)
 

い
る
五
・
四
運
動
史
研
究
舎
の
報
告
論
集
で
あ
る
。
質
質
は
論
文
集
で
あ
る

が
、
編
者
は
、
個
別
論
文
の
ょ
せ
あ
つ
め
に
お
わ
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ

ず
「
少
し
で
も
ま
と
ま
り
の
あ
る
論
文
集
」
(
四
八
五
頁
。
以
下
、
と
く
に
こ

と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
本
書
の
頁
数
〉
に
す
る
た
め
に
共
同
討
議
を
か
さ
ね
、
左

記
の
よ
う
に
各
論
文
が
一
章
ず
つ
を
構
成
す
る
よ
う
に
編
集
し
て
あ
る
。

序
論

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
一
章

第
五
一
章

第
六
章

第
七
章

補
論

五

・
四
運
動
史
像
再
検
討
の
親
黙

五
・
四
運
動
史
像
の
史
的
検
討

パ
リ
講
和
曾
議
と
山
東
主
権
回
枚
運
動

「
五
・
四
」
北
京
皐
生
運
動
断
面

五
四
期
上
海
の
社
曾
欣
況
と
民
衆

五
・
四
運
動
と
園
民
黛
勢
力

南
北
封
立
と
連
省
自
治
運
動

第
一
次
大
戦
期
に
お
け
る
中
園

「
園
民
経
済
」

成
長

『
悔
代
英
日
記
』
讃
書
割
記
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